
議案第97号

つくば市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について

上記の議案を次のとおり提出する。

平成25年11月29日

つくば市長 市 原 健 一

つくば市立学校給食センター条例の一部を改正する条例

つくば市立学校給食センター条例（平成３年つくば市条例第30号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の表中

「

豊里学校給食センター つくば市今鹿島4262番地

谷田部学校給食センター つくば市藤本3番地

」

「

つくばすこやか給食センター豊里 つくば市高野1197番地17 に改める。

」

附 則

この条例は，平成26年４月１日から施行する。

を


